
※ 副本の添付書類については、原本証明していただければ、コピーで可です。

※ 申請書の受付の締切日については、農業委員会事務局にお問い合わせください。



※ 毎月２５日頃（土･日･祝日の場合は翌平日）に１，０００㎡以上の４・５条の意見聴取会



副本 副本正本


